
管内漁港における適正な利用について 

 

 今般、管内漁港内で違法駐車による水揚げ作業への障害、釣り竿

と漁船の接触、釣り糸が漁船のスクリューに絡まる事故、ゴミの投

げ捨て、釣り人の転落事故といったトラブルが相次いで起きており

ます。当事務所においてもパトロールを行う中で、漁港内の危険箇

所への立入状況を確認し、声掛けなどで対処してまいりましたが、

マナーが改善されない状況です。漁業者の方の妨げにならないよう

ご理解とご協力をお願いします。 

 なお、昨年度より相馬港５号ふ頭の釣り公園、相馬港１号船溜ま

りの釣り桟橋、松川浦大橋地区の転落防止柵が設置された区域を釣

りエリアとしてご案内しております。釣りをされる方はそちらをご

利用願います。 

 

             令和３年９月１６日 

福島県相馬港湾建設事務所 

 



③ 松川浦大橋地区
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